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平成11年 度奈良大学研究助成の研究課題を 「フランドル伯の領域君主領の形成」 として交

付を受けた。その研究の概要報告をする。

前述 した題名で研究助成の交付をうけておきなが ら、フランドル地方ではよりつっこんだ

テーマである 「1127～28年 のフラン ドルにおける政変とフランス国王の対応」(以下、本論を

「国王の対応」 とする)の 研究を行った。これは、本邦ではパイオニア的研究である 「フラン

ドル伯の領域君主領の形成」という研究課題で平成8年 度～平成10年 度科学研究費補助金をう

け、これと本学の研究助成も同一の研究課題名で交付をうけたが、研究を進める過程で概要的

研究は一応終了 したと考え、「国王の対応」 として研究を続行 した。従って、以下では、「国王

の対応」の概要報告をする。

はじめに

筆者は、かつて、ll27年3月2日 のフランドル伯 シャルル ・ル・ボンCharlesleBan(以 下、

シャルルと称す)の ブルージュのサン ・ドナティァン教会での暗殺により生じたおよそ1年 半

におよぷ政治的変動について論 じた。1)この拙著で、次のような結論と展望を書いた。要約す

れば、以下の通 りである。当時、大貴族(特 にフランドル伯)と 市民の2本 柱で政治は推進さ

れたが、少 くとも次に重要な人物であるフランス国王についても検討することがのぞましい、

と。この小論は、フランス国王がどのような役割を果 したのか、文献も参考にしながら、出来

るだけ具体的に考えたいと思う。

(1)有 効な史料群2}

フランドルへのフランス国王の干渉を研究するには数点の史料を使うことがで きる。同時代

の詳細で、さらに、情報をよく知っている人物、即ち、事件目撃者による叙述史料をいくつか

使 うことができる。
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このような人kの うちで、サン ・ドニ大修道院長シュジェールは、事件 目撃者でないが、若

干使用することができる。

テルアンヌの助祭長ゴーティエは、1127年 末かあるいは1128年 のはじめに、シャルルの伝記

を書いた。上述のシュジェールよりも史料価値は高いと考えられる。

トゥールネのサン・マルタン大修道院長のエルマ ンは、 とてもよく情報を知っている。即ち、

彼はノアイヨン司教が国王の命令で、伯の葬儀を主催するためにブリュージュに赴いた時に、

これに随行していた。このエルマンの史料価値は、上述のゴーティエの史料価値 と同じぐらい

か、それ以上であると考える。

最後に、ガルペールがいる。彼はブリュージュで生 じた事件の全ての目撃者であ り、史料の

一類型である日記31と いう語り口の中で、事件を記 している。フランス国王について国王単独

の行為や伯が国王と共にした行為等をかなり詳細に述べており、これを優先させ、最重要の史

料4)と して多用 したいと思う。

(∬)政 変 の略説5)

(A)シ ャルルの生 と死、そ して名声

シャルルは1119年 にフランドル伯になり、善政を行った。飢謹 もやみ、シャルルは政治的秩

序をとりもどそうとする過程で伯のいわば次位 として勢力をもっていたエランバルドー族が隷

属的起源であることを知った。エランバル ドー族は追いつめられているのを自覚 し、同家の

トップであるサン・ドナティアン教会の首席司祭ベル トゥルフと彼の甥達は、その起源をとり

のぞこうと死物狂いになる。彼らはとうとう伯シャルルに対 して陰謀を決め、ついに1127年3

月2日 に伯を殺害する。

(B>反 乱の鎮圧

ブリュージュの攻囲によって、反乱者たちは城砦へ と撃退 される。攻囲に関して、ジェル

ヴェとブリュージュ市民たちは協定に達する。1127年3月10日 、最初の貴族達が到着する。

3月14日 から3月15日 まで、ガンの人びとが到着する。籠城軍と攻囲軍の熾烈な戦いがくり

ひろげられる。3月17日 、ベル トゥルフは逃亡した。1127年3月20日 から22日 まで、フラ

ンス国王はアラスへと貴族達を召集する。3月30日 、貴族達はアラスからもどり、伯 としてギ

ヨーム・クリトンの選出を告げる。3月31日 から4月2日 まで、ブリュージュとガンの人びと

はギヨームを受け入れることを決定する。

反乱者たちは祭壇から追い出される。4月11日 と12日 、ブリュージュの市民達は攻囲を続

け、国王 と貴族達は攻撃の新たな計画をたてる。4月18日 、籠城軍は降服者になることを求

め、翌日27人 が降服者となる。

4月22日 、ノアイヨン ・トゥールネ司教 は伯 シャルルのために葬儀をとり行うためにブ

リュージュに赴いた。籠城軍は今や敗北を余儀なくされ、塔の頂上からほうりだされるなど手

荒な刑を受けた。

1127年9月17日 、伯ギョームは、ブリュージュ市民達を疎んじる。伯は、通行税をブリュー
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ジ ュ の民 衆 に対 して免 除 して い た の だ が 、 そ の 通 行 税 の 収 入 で 彼 の 家 臣 団 に知 行 を与 え て い た

か ら、 ブ リュ ー ジ ュ市 民 に通 行 税 を再 度 要 求 す る よ う に な った 。

(C)ll28年 。混 乱 の 年 そ して政 治 的 ・社 会 的不 安 の終 息

1128年 で は な いが 、伯 が ブ リx・一ジュ 市 民 を疎 ん じた や ・以 前 、1127年8月1日 に、 リー ル

の市 民 達 は反 乱 をお こ した 。 市 民 は 、 伯 と伯 の 家 臣 を都 市 の 外 に追 い は ら う ま で行 っ た の で あ

るが 、 伯 は実 力 行 使 で 弾 圧 した 。

1128年2月8日 、 サ ン ・トメ ー ル の市 民達6)は 反 乱 をお こ した 。市 民 達 は伯 シ ャ ル ル の甥 ア

ル ヌ ル フ を、 こ っそ りと彼 らの 都 市 内 に 入 れ 彼 に オマ ー ジ ュ を呈 し、忠 義 を誓 っ た。 しか し、

彼 らの 行 動 は失 敗 に終 った 。

1128年2月16日 、伯 の 権 力 は ガ ンで 挑 戦 され る。 こ の場 合 、貴 族 の イ ワ ンが 市 民 達 の 代 弁 者

と して、 伯 ギ ヨー ムの 行 動 を非 難 して い る の が 注 目 され る 。

3月11日 、伯 シ ャ ルル の い と こで あ る 若 きテ ィエ リが アル ザ ス か らガ ン にや って 来 た とい う

知 らせ が ブ リュ ー ジ ュの 人 々 に 届 い た 。 当 時 、 驚 くべ き ア ナ ー キ ー 状 態 が フ ラ ン ドル をお そ

う。7)

3月30日 、貴 族 達 と市 民 達 は ブ リ ュー ジ ュで テ ィエ リを伯 と して 選 ぶ。4月9日 、イー ブ ル

の 市 民 達 はテ ィエ リ に近 づ く。4月10日 、ブ リ ュー ジ ュの 市 民 達 は 、フ ラ ンス 国 王 の 書 簡 に対

して 、 都 市 民 は フ ラ ン ドル伯 の 選 出権 は 封 建 主 君 で あ る フ ラ ンス 国王 で な く、 フ ラ ン ドルの 大

貴 族 と市 民 にあ る と宣 言 し、国王 の要 求 を無 視 して い る。8)5月2日 、ガ ンで の伯 ギ ヨー ムの 支

持 者 た ちが 抵 抗 す る 。 ア ナ0キ0が フ ラ ン ドル で拡 が る 。ll28年5月6日 、国 王 は ア ラ ス に彼

の 伯 を呼 ぶ 。5月21日 か ら31日 ま で 、伯 ギ ヨー ム は 勢 力 を拡 大 さ えす る 。

1128年6月10日 、 テ ィエ リは ブ リ ュー ジ ュ に来 る。 ブ リュ ー ジ ュの 人 び と に よ っ て大 変 な

喜 び で もっ て 迎 え られ た。

1128年7月27日 あ る い は28日 、伯 ギ ヨー ム は、戦 場 で 致 命 的 な傷 を うけ、つ い に死 去 した。

一 方
、 伯 テ ィエ リは 、 ま もな く権 力 を確 立 し、 フ ラ ン ドル の 支 配 は彼 に よっ て 一一元 化 され た。

伯 テ ィエ リは 、 すべ て の都 市 、 即 ち 、 ア ラ ス、 テ ル ア ンヌ 、 サ ン ・ トメ ー ル、 リー ル、 エ ー ル

な どで 、 好 意 を もっ て迎 え られ、 誠 実 とオ マ ー ジ ュ に よ っ て そ の支 配権 を よ り確 実 に した。 こ

れ らの都 市 を 訪 問 した後 、 彼 は最 終 的 に フ ラ ンス とイ ギ リス の両 国 王 た ち に受 け入 れ られ た。

(皿)フ ランス国王ル イ6世 の対応

伯 シヤルル暗殺後の1127～1128年 のフランドルにおいて、フランス国王ルイ6世 が どのよ

うな行動 ・役割を果たしたのかを検討することは興味深いものである。以下では、フランスの

領域君主領の中でも最 も強力で最も自立的なひとつであるフランドルにおける、国王の権力行

使の問題を考えたい。

前述 したように、1127年3月2日 ブリュ0ジ ュにおいてシャルルは、有力家系エランバル ド

ー族が仕組んだ反乱の犠牲となり、非業の死を遂げた。伯が政治的 ・社会的秩序を回復するた

めに、エ ンラバル ドー族が不自由身分であるのを明らかにしたからである。フランドルの状況
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は極端に混乱 した。3月9日 以来、暗殺者側の主要人物はブリュージュの強力な城砦に、周辺

の騎士やブリュージュ市民により閉じこめられ包囲された。この攻囲軍には、す ぐにガン市民

と伯領各地の貴族が加わった。

今回は、国王が干渉しなければならなかった。フランドルは国王の封土であった。多 くの傍

系相続者がお り、その中に決定的な資格を持つ者がいなかったため、封土の主君である国王の

成すべき事は、伯にふさわしい資格を持つ人物を指名することであった。可能性を持つ相続者

のひとり、ギヨーム・ディーブルが国王の承認を要請せずに権力を獲得せんとしているために、

国王の介入が必要であった。その上に、フランドルは、多 くの問題で争っているフランス王権

にとって、あまりにも重要な支えであったので、ルイ6世 はその長として信頼でき忠実な家臣

を検討するように心がけねばならなかった。

国王の介入の第一局面はアラスにあった。ルイ6世 は、伯暗殺の知らせを聞いてから、ここ

に赴いた。国王は3月13日 、少数の騎士を伴っただけでアラスにいた。

到着して以来、国王は自らの主催で、フラン ドルの状況について審議を始めた。この審議に

は、アラスまで国王に伴ったり、あるいはそこで再び合流 したフランス騎士が確実に参加して

いた。 しかし、彼 らに加えて、更に多人数のフランドル騎士も国王と協議を行った。先ずは伯

領南部の騎士達が、他の騎士達よりも速やかに到着できたし、あるいは国王のもとに自発的に

赴いた。次に来るのはブリュージュのカス トルム包囲に参加 した騎士達であ り、この者達を国

王はr伯 領北部の状況に関する情報を得てす ぐに召集 した。注目すべきはこの召集が命令書の

形で行われたことである。即ち、国王が自らの権威に服する人物あるいは共同体に命令 を伝え

るのに使用する形である。国王の意志に従って、幾人ものフランドル騎士が、3月21日 と22

日に、アラスに赴 くためにブリュージュを離れた。討議の主要テーマは、当然、新たな伯の選

出である。

ルイ6世 は、ノルマンディ公ロベールの息子でクリ トンと呼ばれるギヨームを来させた。こ

の人物は、叔父であるイングラン ド国王ヘンリ1世 にノルマンディ公領 を奪われ、監視されて

いた。ギヨームの祖母でウィリアム征服王の妻であ り、フランドル伯ポー ドゥアン5世 の娘で

あるマチル ドにより、フランドル伯領 を相続する権利を主張 した。1127年3月23日 、あるいは

この少 し後の日付であるが、国王はギヨーム ・ド・ノルマンディをフランドル伯に任命 し、居

合わせた騎士達はこの問題に対する承認を表明した。

アラスでの会議の最終段階が展開した様子を理解できる。先ずは国王による 「任命」があり、

次に、国王の要請で、騎士達が任命 された候補者の 「選挙」に取 りかかった。彼らは、ギ ョー

ムを 「支持 した。」この 「選挙」は当時 「任命」の後に行われたほとんどの選挙 と同様に、出

来れば満場一致で国王の任命、即ち、国王の見解に同意するものであり、承認と約束を行うも

のであった。国王の視点に身を置いていたシュジェールは、国王により成された決定を書き留

めるにしかすぎない。即ち、国王がギヨーム ・ド・ノルマンディをフランドル伯にした、と。

「選挙」に続いて、ギヨームをフラン ドル伯として国王の家臣とすべ き法的行為が行われた。

おそらくギヨームが国王に臣従 し、忠誠の誓いを行った後に、ルイ6世 はこの封土を彼に授け
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た。

アラス会議の法的性格を明確にするのが重要である。ここではフランスとフランドルの騎士

が国王の主催下で協議を行った。この会議は、廷臣会議(ク リア ・レギス)で あ り、国王の家

臣か ら成っていた。 しかしなが ら、 フランドル騎士が、国王やその家臣と共にこの会議で議席

を占めるように召喚 されたことは、いかにして説明で きるかむつかしい。

ひととき、伯領が国王の手中にあり、国王が資格保有者に伯領を与えたために、国王はフラ

ンドル住民に彼の決定を示すのに、再び命令書を使用した。実際、国王はこの種の証書により、

ギヨーム・クリトンの選出をブ リュージュとフランドル全体に正式に通告した。同じ命令書で、

国王はギヨームを伯 として、領主 として、彼に従うよう彼らに命 じている。9?

別の社会階級の人々は、非常に急進的な立場を取 り、国王が訴える事ができる実際的な権利

に対抗して、全 く別種類の主張をしようとしていた。即ち、市民がそうである。実際に、ゴー

テイエ ・ル ・ブティエが3月30日 にブリュージュで国王の命令書を読み解説 したとき、この都

市の市民は自分達の決定を用意 していた。彼らはゴーティエやブリュージュのシャテルニーの

住民とひとつの協定を結び、それにより契約当事者は新たな伯の任命に関しては、全員一致の

承認のみで態度を決めると約束 した。1。〕ブ リュージュ市民が宣言 したのは自分達が国王の命令

に従うか、それに服するのを拒否するかどうかを決める前に仲間と協議を行うということで

あった。1】)

国王の干渉の第2段 階は当然ブリュージュにあったが、フランドルのその他の地方で も同じ

であった。司法的に第一段階と区別されるのは、それ以来、新 しいフランドル伯がおり、伯領

がもはや国王の手中になかった事である。

しか しながら、4月5日 にブリュージュに到着してから、攻囲戦のみならずフランドルでの

軍事作戦全体を指揮 したのは国王であり、伯はそのもとで第二義的な役割に甘んじていた。

フランドル伯 はいたが、国王は幾つかの政治行為に参加 し、自分自身で重要な行為を行った。

国王の{鬼偶が伯領の頂点にお り、この状況を利用 して、ルイ6世 が新 しい法を認めさせようと

したことが確認できる。この会議は一時的にクリア ・コミティス(伯 の会議)を 吸収する。

ブリュージュに新伯が居住する際に、国王は、その状況に慎重さを示 した。4月6日 に伯が

ブリュージュ市民とアールデンブールの人々に、味方をした報酬 として、彼らの新 しい特権を

保証した特許状 を与えた時に国王は臨席 した。だが、この特許状は伯の特許状であった。国王

は保証を与えるにとどめた。ブリュージュ市民は同じ日に誓約 と臣従を行い、そのようにして

この都市の市民が共同体を構成し、この共同体が領主に対 して貴族の家臣と同じ権利関係を主

張した時にも、国王は臨席 した。だが、誓約 と臣従は伯に行われたのであ り、国王にではない。

多分、国王は4月6日 に、ブ リュージュで伯の家臣によりギヨームに行われた誓約と臣従の宣

誓に出席 した。おそらく伯 は国王の面前で特権の証書をガン市民に授与した。これら全ての状

況において、国王は自らの名声で、フランドルに押 しつけた新領主を支えるにとどめている。

いったん反乱人の降服が受け容れられ、シャルルの葬儀とサン ・ドナティアン教会の新しい

首席司祭の就任が実現すると、国王にとっては果たすべきひとつの職務が残ることになった。
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即ち、ギヨーム ・クリ トンを援助 して二人の継承権の主張者を排除する事であった。この二人

とは、伯領の一部を占領 しているギヨーム ・ディープルとエノー伯ボー ドゥァンであった。

5月28日 に28名 の反乱者の処刑を命 じた後、国王はプリュージュを去った。カッセルに到

着すると、国王はロベール ・ラァンファンを斬首させた。この者はエランバルドの家系のメン

バ0で あ りなが ら、プリュージュ市民が愛情を持ち続けた人物であった。次いで、国王はフラ

ンドルを去った。

自らの政策が前年に獲得 した成功に勇気づけられ、最高権力の名において、国王は再びフラ

ンドル問題に介入 した。伯の権威は無視されているが、国王自らの権力は揺がぬとルイ6世 は

考えた。以上の事から、国王はフランドル人に命令を行った。プリュージュ市民はこの命令に

服従拒否で応 じた。彼らにより行われたひとつの声明は、伯ギヨーム ・クリトンの権威を拒否

し、ティエリ ・ダルザスの権威 を承認する理由を示 した。

1128年5月6日 、国王は、フランドルのアラスで、荘厳なる大集会を召集 した。ランス大司

教と彼の管区の大部分の司教が、多 くの聖職者や、国王の重臣も含む世俗の大物と並んで出席

していた。その目的は、二人の闘争者のうちどちらが封土を所有 し続けるに値するか、どちら

が追放されるべ きかを決定することであった。実際、展開 したのはまさに二重の訴訟行為で

あった。即ち、一・方は、教会秩序により管区教会会議であ り、他方は、宮廷で行われた会議で

あった。ティエリは出頭 していなかった。大司教 とその教会会議はティエ リと彼の全支持者に

破門の罰を与え、彼の権威に服するフランドル各地方を聖務停止にした。国王に関しては、ギ

ヨームが合法的な伯 と見なされるべ きとの彼の宮廷の判決に従って、国王はティエリに、墓奪

した封土を明け渡 し、故国に戻るように命令 した。

ルイ6世 は、ティエリの籠城するリールで行った包囲戦は数日後の5月20日 以前にはとかざ

るをえなかった。国王はアラスに退却 した。ギヨーム ・ド・ノルマンディは非常に優れた軍隊

の指揮者であった らしく、続 く数 ヶ月の一連の成功を勝ちとったことが知られている。しか

し、彼はアロース ト包囲で致命傷を負い、7月27日 か28日 に息を引き取った。そのため、国

王はティエ リ・ダルザスに臣従を認め、同時に彼にフランドル伯領の授封をせざるを得なかっ

た。

むすびにかえて

12世 紀の第2四 半世紀の初期に、カペー朝は 「大封土」の併合 を考えてはいなかった。それ

ほど明白な関心があったとは言えないがカペー朝の政策的関心について結論を求めるにとどめ

たい。即ち、フランドルの人びとに王権の忠実な支持者 として続 くことを国王は願った。

国王はあと数歩を試みた。フランドルにいる時、権力の全てが彼のものであるかのように、

そ して伯の権力が自らの権力に席を譲るかのように振るまった。そして教会組織が提供する可

能性を利用 しつつ、フランス国王は自らを、フランドルで伯や大貴族の次に重要な人物たらし

めた。勿論、伯政権が市民の意向を組み入れなければ安定 しない程の市民階級の高揚が見 られ
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守 山1127～28年 の フラン ドルにお ける政変 とフランス国王の対応

るのであるが、支配者階級の内部ではフランドル伯と大貴族についでフランス国王は重要な役

割をはたしたと言える。

(注)

1)拙 著 「北 フ ラ ンス ・ベ ル ギ ー 中 世都 市 研 究 」1995年 。

2)こ の 史 料 解 題 は 主 と し て、Francois-L.Ganshof,LeRoideFranceenFlandreen1127et1128,dans:

RevuehistoriquededroitfranCaisetstranger,4`s.,27(1949}に よっ て い る。 更 に この 拙 稿 、「国 王 の対

応 」 を研 究 して い く場 合 、 発 刊 さ れ て い る和 書 あ る い は 日本 語 へ の 翻 訳(後 述 す る きわ め て 重 要 な拙

訳 を の ぞ い て)は 皆 無 に近 くす べ て 洋 書 で あ る。 以 下 の拙 稿 で 、特 に 注 記 しな くて も、F.-LGanshof

の 前 述 した 労作 を主 と して 参 考 に して い く。

3)ガ ル ベ ー ル の 日記 の 重 要 性 につ い て は、R.C.vanCaenegem,Guidetothesourcesofmedievalhistory,

1978,P.49参 照 。

4)ガ ルベ ー ル ・ ド ・ブ リュ ー ジ ュ著 、拙 訳 「ガ ル ベ ー一ル の 日記 一中世 の 領 域 君 主 と都 市 民 一」1998年 。

GalbertofBruges.TranslatedandEditedbyJamesBruceRoss,TheMurderofCharlestheGood1993

を底 本 と した 。 オ リ ジナ ル は ラ テ ン語 で あ る が 、1978年 に仏 語訳 が 出版 され 、 この 仏 語 版 は 拙 訳 で 活

用 した 。

5)注4)の 拙 訳 を主 と して 使 用 す るが 、 フ ラ ン ドル の こ の 政 変 に つ い て は 、2～3の 論 考 を発 表 して い

る こ と もあ り、で き るだ け 簡 単 に 述 べ た い 。 また 、 「(皿)フ ラ ンス 国 王 ル イ6世 の 対 応 」 で 国 王 の 動

向 を取 り扱 うの で 、 この 章 で は特 に 国 王 を 中 心 に は取 り上 げ な い。

6)新 しい 伯 に 対 して サ ン ・ トメ ー ル市 民 らが いか に彼 の 同 市 へ の 訪 問 を歓 迎 したか につ い て は 、 注4)

の 拙 訳 、132頁 か ら133頁 ま で を参 照 。 こ の 時 に伯 ギ ヨー ム ・ク リ トンが サ ン ・トメ ー ル市 に あ た え た

現 存 す る フ ラ ン ドル で最 古 の特 許状 に つ い て は 、注1)の 拙 著.336頁 か ら341頁 まで を参 照 され た い 。

7>無 秩 序 状態 に つ い て は 、注4)の 拙 訳 、175頁 を参 照 。

8)注4)の 拙 訳 に対 す る 高橋 陽子 氏 の翻 訳 紹 介 、 「西 洋 史学 」193、1999年 、76頁 参 照 。

9)注4)の 拙 訳 、103頁 か ら105頁 ま で を参 照 。

10)注4)の 拙 訳 、105頁 を参 照 さ れ た い 。

11)同 上 。
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